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大阪府の健康課題
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大阪府の健康課題

悪性新生物

29%

心疾患

16%

肺炎 8%
脳血管疾患 6%

老衰 6%

誤嚥性肺炎 3%

不慮の事故 3%

腎不全 2%

肝疾患 2%

自殺 2%

その他 23%

健康寿命：健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間をいう。

男 性 女 性

全国 大阪 全国 大阪

出典：厚生労働省出典：人口動態統計「死因順位別に見た都道府県（特別区-指定都市再掲）」（厚生労働省）

３８位

３９位

３８位

３４位

① 府民の死因の大半は生活習慣病

■ 主要死因別の割合（2018年・大阪府）

② 平均寿命も健康寿命も全国低位

■ 平均寿命（2015年）と健康寿命（2016年）（全国・大阪府）

〇悪性新生物（がん）、心疾患、脳血管疾患など、生活習慣と関わりの深い疾患が、主要死因の５割を超え、高齢者の要介護の

原因にもなっていることから、これらの生活習慣病の発症の予防や、重症化による死亡を防ぐ早期発見・重症化予防の取組みが必要。

〇府民の「平均寿命」、「健康寿命」は延びているが、依然、全国を下回る状況にあり、府民の不健康期間を短縮することが重要。

出典：「第３次大阪府健康増進計画（2018年3月）」（大阪府） 2



機密性2

大阪府の健康課題

出典：「2020年度支部別スコアリングレポート（大阪支部）」（協会けんぽ）

③ 協会けんぽの健診受診率・特定保健指導実施率

■健診受診率・特定保健指導実施率（2020年度）

※健診受診率・特定保健指導実施率が高い順に１位→47位となっている。

〇被保険者の生活習慣病予防健診と被扶養者の特定健診の受診率は、全国より低い状況にあります。また、特定保健指導実施率

についても、全国を下回っており、医療保険者別をみても、国民健康保険・協会けんぽともに、全国と比べて低い状況にあります。

受診率向上の強化に取組むことにより、日常の健康行動に起因する生活習慣病の予防、早期発見・治療を働きかけることが重要。

3



機密性2

大阪府の健康課題

出典：「インターネットアンケートによる大阪府民の健康意識調査報告書（令和2年度）」（大阪がん循環器病予防センター）

① 健康に関心がある人 ② 健診、がん検診を受けていない理由

2015年度 2020年度

８７.４％
（18歳以上）

８９.６％
（20歳以上）

理由 健診 がん検診

新型コロナウイルスに感染することを危惧 １０．３％ ７．８％

健診・がん検診にかかる時間が長い ６．０％ ５．１％

受診方法がわからない ７．０％ ９．５％

医療機関を受診中 ５．２％ ２．９％

健診・がん検診そのものを知らない ０．８％ １．３％

受診する時間がない ６．６％ ７．４％

費用がかかるため経済的に負担 １７．７％ １９．７％

健康状態に自信があり必要性を感じない ３．９％ ５．０％

検査に伴う苦痛が不安 ５．４％ ５．２％

がん・病気が発見されるのが怖い ５．６％ ５．６％

特に理由がない ５７．９％ ５６．３％

その他 ０．６％ １．３％

89.6%

健康に関心がある

〇「健康への関心」について、「関心がある層」が府民の約9割を占めています。健康に関心がある人の性・年齢別の割合では、15-29歳

の男性で健康に関心がある人の割合が低い傾向にあり、80％を下回っています。

〇健診、がん検診ともそれらを受けない理由は概ね同様でした。費用を心配している人が最も多いことがわかりました。受診方法がわから

ない人が10％弱いることもわかりました。また、大半の人が特に理由なく受診していませんでした。
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大阪府の健康課題

出典：「2020年度支部別スコアリングレポート（大阪支部）」（協会けんぽ）

■生活習慣病リスク保有者割合 男性（2020年度） ■生活習慣病リスク保有者割合 女性（2020年度）

③ 協会けんぽの生活要改善者の割合（男女別）

〇協会けんぽの生活要改善者の割合では、男女共、「食事習慣要改善者の割合」と「睡眠で休養が取れていない者の割合」が全国

より低い（悪い）状態であり、さらに女性は、「喫煙習慣がある者の割合」と「飲酒習慣要改善者の割合」が全国より低い（悪い）

状態であることがわかりました。

〇朝食欠食の改善や栄養バランスのとれた食生活の実践や、十分な休養・睡眠の確保など、ライフステージを通じた健康行動を実践・

定着させていく取組みの強化が必要です。また、生活習慣病のリスクを高める多量飲酒や習慣的喫煙に対する取組の強化を図ると

ともに、受動喫煙防止に向けた取組が求められます。
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大阪府の健康課題

① 栄養バランスのとれた食事 ② 睡眠で休養がとれている状況（最近１か月間）

76.9% 78.3%
73.0% 68.9% 65.8%

92.6%
84.0%

23.1% 21.7%
27.0% 31.1% 34.2%

7.4%
16.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

全体 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-69歳 70歳以上

あまりとれていない・まったくとれていない

充分とれている・まあまあとれている

出典：「大阪版健康・栄養調査」（大阪府）、「食育に関する意識調査」（内閣府食育推進室） 出典：「国民健康・栄養調査」（厚生労働省）（大阪府集計・平成25～27年の平均）

■主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上

食べる割合（20歳以上）（平成27年・大阪府・全国）

57.7%

38.5%

36.5%

45.1%

5.8%

16.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

大阪府

ほとんど毎日食べる 週2～5日食べる ほとんど食べない

〇栄養バランスのとれた食事とは、主食（ごはん・ぱん・麺等）・主菜（肉・魚・卵・大豆等）・副菜（野菜等）の3つがそろった食事

です。こうした食事を1日2回以上、「ほとんど毎日食べる」府民は38.5％となっており、全国と比べて低い状況です。

〇睡眠で休養がとれていない（あまりとれていない・まったくとれていない）府民が約2割を占め、年代別では40歳代・50歳代が3割を

超えています。
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大阪府の健康課題

大阪府の健康課題

①生活習慣病予防健診・特定健診の受診率、特定保健指導の実施率が低い

②健康への関心度が高く、男女とも運動習慣要改善者の割合が低い（良い状態）

③男女とも食事要改善者、休養がとれていない者の割合が高い（悪い状態）

健康課題の改善には、健康づくりのサイクルを促す取組が必要
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保険者による予防・健康づくりの推進
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機密性2

■日本の健診（検診）制度の概要
〇 医療保険者や事業主は、高齢者の医療の確保に関する法律、労働安全衛生法等の個別法に基づく健康診査（健康診断）を実施。

〇 市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない者の健康診査を実施。

〇 市町村は、健康増進法に基づき、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施。（医療保険者や事業主は任意に実施）

乳
幼
児
等

妊
娠
～
出
産
後
１

年
・小
学
校
就
学
前

【対象者】 １歳６か月児、３歳児

【実施主体】 市町村 ＜義務＞ ※その他の乳幼児及び妊産婦に対しては、市町村が、必要に応じ、健康診査を実施又は健康診査を受けることを勧奨

児
童
生
徒

等

【対象者】 在学中の幼児、児童、生徒又は学生 ※就学時健診については小学校入学前の児童

【実施主体】 学校（幼稚園から大学までを含む。） ＜義務＞

被保険者・被扶養者 うち労働者 その他

～
39
歳

【対象者】 被保険者・被扶養者

【実施主体】 保険者 ＜努力義務＞

【対象者】 常時使用する労働者

※労働者にも受診義務あり

【実施主体】 事業者 ＜事業主義務＞

※一定の有害な業務に従事する労働者には

特殊健康診断を実施

【対象者】 住民（生活保護受給者等を含む）

【実施主体】 市町村 ＜努力義務＞

【種類】

・歯周疾患検診

・骨粗しょう症検診

・肝炎ウイルス検診

・がん検診

・高齢者医療確保法に基づく特定健診の

非対象者に対する健康診査・保健指導

40
～
74
歳

【対象者】 加入者

【実施主体】 保険者 ＜義務＞

※労働安全衛生法に基づく事業者健診を受けるべき者につい

ては、事業者健診の受診を優先する。事業者健診の項目は、

特定健診の項目を含んでおり、労働安全衛生法に基づく事業

者健診の結果を、特定健診の結果として利用可能。

75
歳
～ 【対象者】 被保険者

【実施主体】 後期高齢者医療広域連合 ＜努力義務＞

母子保健法

学校保健安全法

医療保険各法 （健康保険法、国民健康保険法等）

高齢者の医療の確保
に関する法律

労働安全衛生法 健康増進法

歯
周
疾
患
検
診

骨
粗
し
ょ
う
症
検
診

肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
診

が
ん
検
診

保険者や事業主が任意で実施・助成 【対象者】 一定年齢以上の住民

【がん検診の種類】胃がん検診、子宮頸がん検診、

肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診

健康増進法

出典：第1回健康診査等専門委員会「日本の健診（検診）制度の概要」（厚生労働省）を基に作成

保険者による予防・健康づくりの推進
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■特定健康診査（いわゆるメタボ健診）・特定保健指導の基本的な流れ

特定健康診査
の受診

特段対応なし
（引き続き情報提供）

特定保健指導の
実施

医療機関への
受診

＜検査項目＞

腹囲、体重

血糖、血圧、脂質

など

健診結果に問題がない場合

健診結果に問題が

ある場合

生活習慣の改善が

必要な場合

すぐに治療が

必要な場合

⇒生活習慣の改善を支援

（食生活、運動習慣）

出典：「保険者の予防健康づくり、保険者インセンティブ（2018～2023年度）」（厚生労働省） 10

保険者による予防・健康づくりの推進
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■協会けんぽの保健事業における計画期間と位置づけ

〇 「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づく特定健康診査等実施計画と「健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する

指針」により健診データやレセプト等のデータ分析に基づき取り組む保健事業実施計画（データヘルス計画）については、協会

けんぽの行動計画である保険者機能強化アクションプランのもと、特定健診・特定保健指導に取り組むこととしています。

保険者による予防・健康づくりの推進
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協会けんぽの保健事業の目的

〇協会の基本使命に基づき、加入者の健康度を高めるとともに、医療費等の適正化を目指し、もって加入者・事業主

の利益の実現を図る。

○被保険者の方を対象に生活習慣病
予防健診、被扶養者の方を対象に特
定健診を実施

○地域、年齢特性を考慮した集団健診
の実施

○健診結果から健康の保持に努める必
要がある方に特定保健指導を実施

○健診結果とレセプトから疾病リスク
の高い者を抽出し、受診勧奨を行う

○特に糖尿病、高血圧症、脂質異常
症の疾病の悪化を防ぐ

○虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿
病性腎症などの合併症の発生を抑
制する

○事業所特有の健康課題等を事業主
と協会で共有できるよう、事業所健
康度診断シートを提供

〇事業主に職場の健康づくりに取り組
むことを宣言していただく健康宣言
事業を推進し、事業所の健康づくり
の取組を支援

12

〇保険者機能強化アクションプラン（第5期）では、引き続き「特定健診・特定保健指導の推進」、「重症化予防の

推進」、「コラボヘルスの推進」の三本柱で取り組む。また、この３年間の最大のテーマは、「特定健診・特定保健指

導の実施率の向上」、「データやアウトカム指標に基づく質の高い特定保健指導及び重症化予防の確立」、「事業

所カルテ・健康宣言の標準化」の３点を取り組む。

協会けんぽの保健事業実施における方針

➊特定健診・特定保健指導
の推進

➋重症化予防の対策
➌コラボヘルスの推進

（事業主等の健康づくり意識の醸成を
目指した取組）

保険者による予防・健康づくりの推進
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➊ 特定健診・特定保健指導の推進
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被保険者数
大阪 全国

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和2年度

100人以上 58.0％ 58.6％ 58.9％ 60.6％ 69.5％

50-99人 57.4％ 56.7％ 57.7％ 59.7％ 70.3％

10-49人 52.3％ 53.1％ 54.1％ 52.5％ 64.4％

5-9人 40.5％ 43.4％ 45.4％ 39.4％ 48.5％

5人未満 26.9％ 29.1％ 30.4％ 23.5％ 28.8％

業態 大阪 全国

1 複合サービス業 87.5％ 87.9％

2 物品賃貸業 72.7％ 69.4％

3 その他の運輸業 65.4％ 71.2％

・・・

40 対個人サービス業 37.9％ 48.0％

41 不動産業 36.9％ 39.2％

42 医療業・保健衛生 28.6％ 48.5％

■規模別実施状況［被保険者］ <経年比較>

〇小規模な事業所の実施率が低く、業態別では

医療業・保健衛生、不動産業、対個人サービス

業の順に低い状況です。

〇全国的に飲食店、不動産業、対個人サービス

業は、令和元年度からの落ち込みが大きい。

これらの業態の特徴として、小規模事業所などが

多く、新型コロナウイルスの影響が大きいと考えら

れます。

〇大都市圏においては、大規模な事業所の実施

率が低い要因として、支店等が広い地域に存在

することも考えられます。

■業態別実施状況［被保険者］ <令和２年度>

※実施率の高い業態順 14

➊ 特定健診・特定保健指導の推進

【健診】
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大阪支部
39.3％（46位）

➊ 特定健診・特定保健指導の推進

■生活習慣病予防健診実施率（全国比較）
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■生活習慣病予防健診実施率の推移（大阪支部）

➊ 特定健診・特定保健指導の推進

〇令和2年度からは、協会けんぽへの申込みを廃止し、健診機関への申込みだけで受診できるようになり、事業主・加入者の利便性が

向上しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により受診者数が大幅に減少しました。緊急事態宣言解除後は回復傾向にありま

したが、受診時期の後ろ倒しや感染拡大防止策のための受入体制の縮小等、新型コロナウイルスの影響は令和3年度も続いています。



機密性2

➊ 特定健診・特定保健指導の推進

定期健康診断（事業者健診）結果データ取得

〇事業主は、労働安全衛生法に基づき、従業員に対して、定期健康診断（事業者健診）を実施しなければならないとさ

れています。「生活習慣病予防健診」を利用されない事業所の場合は、協会けんぽが事業主から事業者健診結果データ

を取得して、保健師または管理栄養士による特定保健指導を行います。

※事業主が事業者健診結果データを協会けんぽにご提供いただくことは、法律により定められています。事業主が、個人情報の提供について、法的な責任を

問われることはありません。

事業者健診結果データ取得の流れ（新しい運用スキーム）

17

〇事業主に代わり、健診機関が協会けんぽに事業者健診結果データを提出することを、あらかじめ契約の中で取り決めること

で、これまで事業主から協会けんぽに提出していた同意書（委任状）が不要となり、健診機関から協会けんぽに直接事業

者健診結果データを提出することができることとなりました。
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大阪支部
6.3％（38位）

➊ 特定健診・特定保健指導の推進

■事業者健診データ取得率（全国比較）
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■事業者健診データ取得率の推移（大阪支部）

➊ 特定健診・特定保健指導の推進

〇令和2年12月に厚生労働省からの通知により事業者健診と特定健診の問診・検査項目を一致させたことや、事業主と健診機関と

の契約の中で取り決めることで、健診機関から協会けんぽに事業者健診データが提供される運用スキームができました。しかし、事業

主と健診機関の契約において契約書が取り交わされていないケースが多く、運用スキームが十分に浸透していない状況にあります。
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大阪支部
17.9％（43位）

■特定健診受診率（全国比較）

➊ 特定健診・特定保健指導の推進
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■特定健診受診率の推移（大阪支部）

➊ 特定健診・特定保健指導の推進

〇令和2年度からは、協会けんぽの負担上限額を引き上げて、自己負担額を軽減または無料化することができましたが、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止のために健診の一時中止や、協会主催の集団健診を中止したこともあり、大きく落ち込みました。令和3年度

は、がん検診との同時実施、協会主催の集団健診、健診機関での個別健診の勧奨等の取組により受診率は回復傾向にあります。



機密性2

被保険者数
大阪 全国

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和2年度

100人以上 6.4％ 7.4％ 10.6％ 9.1％ 12.6％

50-99人 9.5％ 11.9％ 14.9％ 12.1％ 15.5％

10-49人 10.8％ 12.3％ 15.4％ 12.1％ 16.2％

5-9人 11.1％ 12.6％ 14.8％ 13.4％ 15.8％

5人未満 10.9％ 11.8％ 17.7％ 17.6％ 16.8％

業態 大阪 全国

1 無店舗小売業 19.5％ 15.4％

2 印刷・同関連業 18.8％ 21.8％

3 政治・経済・文化団体 17.2％ 23.9％

・・・

40 娯楽業 6.8％ 12.7％

41 道路貨物運送業 6.4％ 8.5％

42 複合サービス業 2.8％ 20.6％

■規模別実施状況［被保険者］ <経年比較>

〇大規模な事業所の実施率が低く、業態別では

複合サービス業、道路貨物運送業、娯楽業の順

に低い状況です。

〇複合サービス業の実施率は、全国は約20％と

高いのですが、大阪は約3％と低い。関西地域の

大都市圏では、支店等が広い地域に存在してい

ることで実施率が低くなることが考えられます。

〇道路貨物運送業など、職務上の性質から時間

や場所に制約の多い業態は実施率が低い傾向

にあります。

■業態別実施状況［被保険者］ <令和２年度>

※実施率の高い業態順 22

➊ 特定健診・特定保健指導の推進

【特定保健指導】



機密性2

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

熊
本

香
川

岡
山

沖
縄

岐
阜

福
島

富
山

栃
木

大
分

秋
田

山
形

宮
城

島
根

徳
島

長
崎

奈
良

長
野

福
井

新
潟

愛
媛

静
岡

滋
賀

石
川

山
口

佐
賀

鳥
取

和
歌
山

山
梨

岩
手

広
島

福
岡

宮
崎

青
森

茨
城

三
重

高
知

鹿
児
島

千
葉

京
都

大
阪

兵
庫

愛
知

群
馬

北
海
道

東
京

神
奈
川

埼
玉

令和2年度実績 令和元年度実績

23

大阪支部
12.4％（40位）

■特定保健指導実施率［被保険者］ （全国比較）

➊ 特定健診・特定保健指導の推進
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■特定保健指導［被保険者］実施率の推移（大阪支部）

➊ 特定健診・特定保健指導の推進

〇令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、対面による特定保健指導を中止したため、令和元年度を下回りましたが、感染

予防対策のため健診当日の初回面談の利用が増えたことや、委託機関による遠隔面談（ICT）の活用が増えたことで実施率低下

が抑制されました。令和3年度は、対面での保健指導の実施が困難な状況が続いていること等により、実施率は横ばいの状態です。



機密性2

➋ 重症化予防の対策

25
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大阪支部
11.0％（7位）

■受診勧奨３か月以内に医療機関を受診した被保険者の割合（全国比較）

➋重症化予防の対策



機密性2

27

■健診機関による未治療者への受診勧奨（被保険者） <令和２年度>

➋重症化予防の対策

血圧 血糖 血圧・血糖

受診勧奨の対象者 12,381人 10,411人 1,269人

受診勧奨の実施者 10,370人 5,019人 607人

医療機関への受診者 7,732人 2,245人 302人

医療機関への受診割合 74.6% 44.7% 49.8%

※生活習慣病予防健診受診者数 515,325人

血圧 血糖 血圧・血糖

健診当日に口頭・文書勧奨 4,933人 47.6% 223人 4.5% 75人 12.4%

健診後に電話・文書勧奨 632人 6.1% 389人 7.7% 93人 15.3%

健診結果に同封して勧奨 2,167人 20.9% 1,633人 32.5% 134人 22.1%

【協会けんぽと委託契約した健診機関からの受診勧奨実施結果】

【受診勧奨別の受診結果】
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糖尿病予備群

糖尿病発症

糖尿病性腎症発症

糖尿病性腎症による透析導入

糖尿病性腎症患者に対してかかりつけ医と連携した受診勧奨

一次勧奨（本部） 健診受診月から概ね6か月後に文書による受診勧奨

二次勧奨（支部） 一次勧奨後に支部から文書・電話による受診勧奨

未治療者への受診勧奨

＜大阪支部＞

●二次勧奨（対象者・事業所への文書・電話勧奨）

● 健診機関による早期受診勧奨（要治療・要精密検査）

● 事業主から対象者（従業員）への受診勧奨

糖尿病性腎症患者への重症化予防

➋重症化予防の対策

〇令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大等による加入者の医療機関への受診行動の変化、一次勧奨の発送延期など

の影響により、全国的に受診率が下がりました。令和3年度は、受診行動も新型コロナウイルス感染症拡大前に戻りつつあるため、

引き続き医療機関への受診勧奨により未治療者・治療中断者を確実な医療につなげていきます。

＜大阪支部データヘルス計画の上位目標＞

■糖尿病にかかる被保険者1人当たりの医療費を平成27年度実績

（7,626円）以下にする

■透析治療の新規患者数を平成27年度新規患者数（295名）

以下にする

＜大阪支部＞

●糖尿病腎症対象者の治療中断者への受診勧奨

●大阪府医師会との糖尿病性腎症検討会、大阪府糖尿病対策会議

28
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➌ コラボヘルスの推進

29
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➌コラボヘルスの推進

コラボヘルスの意義

〇保険者と事業主が連携し、保険者は保健事業を実施し、事業主は職場環境を整備するというように役割分担することで、

保健事業の基盤を強化。

〇そうすることで、保険者による「保険者機能の発揮」と事業主による「健康経営の推進」が同時に実現します。

医療費の適正化
従業員の生産性の

向上
保健事業の円滑な

実施

健康経営の推進 保険者機能の発揮

コラボヘルスで保健事業の基盤を強化

職場環境の整備 保健事業の実施

役割分担・連携事業主 保険者
出典：厚生労働省「コラボヘルスガイドライン」を基に作成 30

事業主と連携して加入者の健康の維持・増進
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➌コラボヘルスの推進

健康宣言

〇健康宣言は、事業所全体で健康づくりに取り組むことを事業主に宣言いただき、事業所の健康づくりの取組を協会がサポート・

フォローアップする仕組みとなっており、協会と事業主とが協働・連携（コラボヘルス）することによって、加入者の健康の保持増進

を図っていく取組です。

事業主の皆さまが従業員の健康に配慮していただき、健診実施率１００％に向けた働きかけや、就業時間内に

特定保健指導を受けられる環境整備、事業所特有の健康課題の把握と対策等の取組に努めていただくことが重

要です。協会けんぽでは、コラボヘルスの一環として「健康宣言」を実施し、事業所における取組を支援しています。

「健康宣言」は、全国の協会けんぽにおいて実施しており、職場における健診・保健指導の実施率向上や、職場の

健康課題の解決等に向けて、各地域の自治体や関係団体とも連携するなどし、効果的・効率的に事業所支援を

行っています。

事業主が従業員の健康増進に果たす役割は大きい

31
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➌コラボヘルスの推進

健康宣言の流れ

〇健康宣言を行うには、取組内容を健康宣言エントリーシートに記入して、協会けんぽにファックスいただきます。後日、事業所あて

に健康宣言の証をお送りしますので、事業主から社内外に宣言して職場の健康づくりに取組みます。

＜健康宣言の取組内容＞

●「健診受診率100％」、「特定保健指導の実施率100％」、「受診勧奨の取組」を必須項目として取組みます。

●「身体活動・運動」、「食生活・栄養」、「たばこ」、「アルコール」等の分野のうち、1つ以上選択して取組みます。

➡ 達成できそうな項目や、継続的に実践できる項目を選択することをおすすめします。

➡ できる限り具体的な目標（数値）を掲げて健康づくりに取組みます。

１ ２ ３
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➌コラボヘルスの推進

■宣言・未宣言事業所の健診・特定保健指導実施率と一人当たり医療費の比較＜令和元年度＞

13.2%

19.0%

17.8%

48.1%

67.1%

70.6%

0% 20% 40% 60% 80%
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0円 20,000円 40,000円 60,000円 80,000円
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未宣言
事業所

〇大阪支部の健康宣言事業所は、未宣言事業所よりも

健診・特定保健指導実施率が高い。

〇大阪支部の健康宣言事業所は、未宣言事業所よりも

一人当たり医療費（入院・入院外）が低い。
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大阪支部
2,051事業所（6位）

（単位：事業所）
（単位：事業所）

■健康宣言事業所数＜令和２年度＞
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➌コラボヘルスの推進
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[内訳]
健保組合
等

協会けんぽ大阪支部
の加入事業所

1,463 事業所
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大阪府
1,717事業所（1位）

（単位：事業所）
（単位：事業所）

■健康経営優良法人2022（中小規模法人部門）の認定数



機密性2

〇健康無関心層を含めた予防・健康づくりを推進していく上で、幅広い関係者が一体となって取り組む体制
の構築・強化が必要不可欠。

〇地域・職域において、関係者との相互の効果的な連携事業について検討を進めていく必要がある。

幅広い関係者が一体となって

取り組む体制の構築・強化

出典：「社会全体での予防・健康づくりの推進」（厚生労働省）を基に作成

保険者

自治体

保健所

健診機関

医療・介護関係者

企業・経済団体

関係省庁・団体

その他

疾病予防・重症化予防

自然に健康になれる環境づくり 行動変容を促す仕掛け
健康な食事や運動ができる環境整備 行動経済学（ナッジ理論等）・インセンティブの活用

新たな手法

環境整備
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